
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問 税務課☎（４３）１６３６

ご利用ください

固定資産税の縦覧・閲覧制度のご案内
問 地域支援課☎（４３）１６３７

申請受付は５月23日㈪まで

江田島市協働のまちづくり地域提案型活動支援補助金

令和3年度 採択団体・地域おこし協力隊の活動紹介動画を公開！令和3年度 令和3年度 採択団体・地域おこし協力隊採択団体・地域おこし協力隊のの活動紹介動画活動紹介動画をを公開！公開！

　本市では、多様な担い手となる市民が協働して
行う活動を支援します。市をキラリと輝かせる、
地域に密着した、さまざまな活動を提案してくだ
さい。詳しくは、市ホームページまたは本庁・各
市民センターなどにある募集要項をご覧ください。
対 象　まちづくり協議会・自治会・市内のNPO法

人・半数以上が市民でかつ５人以上の団体・市
内事業者など

補 助対象経費　消耗品、備品購入費などの事業に
必要な経費（飲食費は対象外）

申請受付　４月18日㈪～５月23日㈪
事業採択　審査会で決定
■自由テーマ部門

補助金限度額　30万円
補助率　１回目（初年度）10/10
　　　　２回目（翌年度以降）４/ ５
　　　　３回目（翌々年度以降）３/ ５

※ １回目に採択されても、必ず２回目の採択がさ
れるとは限りません。２回目以降の団体も必ず
申請してください。

■提示テーマ部門
　令和４年度の提示テーマ（次のいずれか）に該
当するもの
　①しごとの創出
　②人のつながり・縁づくり
　③子育て環境
　④健康寿命の延伸
補助金限度額　50万円
補助率　１回目（初年度）10/10
　　　　２回目（翌年度以降）４/ ５
　　　　３回目（翌々年度以降）１/ ２
※応募は３年間継続して活動するものに限ります。
※ 「自由テーマ部門」と「提示テーマ部門」の両

方に申請することはできません。

アツイ気持ちを持った人たちが挑戦する新しい取り組み。市ではこのような活動が活発に行
われるように地域提案型補助事業を実施しています。令和３年度に採択した５団体と地域お
こし協力隊４人の活動紹介動画をYouTubeに掲載していますので、ぜひ、ご覧ください！
■令和３年度採択団体　Enishi、エタジマ大学、えたじまDIY楽校、どろんこ園、畑自治会

－縦覧制度とは－
　納税者が、他の土地や家屋の評価額との比較を
通じ、自分の所有する資産の評価額が適正かどう
か確認するための制度です。「土地価格等縦覧帳簿」
と「家屋価格等縦覧帳簿」を見ることができます。
※ 償却資産は、縦覧制度の対象外です。なお、土地・

家屋ともパソコンでの縦覧となります。

▶縦覧できる人
　 固定資産税の納税者・納税義務者の代理人・納

税管理人
※土地・家屋を所有していない人は縦覧できません。
▶ 縦覧期間
　４月１日㈮～５月31日㈫
　 午前８時30分～午後５時15分（土・日・祝日

を除く）
▶縦覧手数料
　無料
▶縦覧場所
　税務課資産税係（本庁１階）

－閲覧制度とは－
　自分が所有する資産の評価を確認できる制度で
す。所有する土地・家屋を納税者ごとにまとめた固
定資産税課税台帳（名寄帳）を見ることができます。

▶ 閲覧できる人
　 固定資産税の納税義務者・納税義務者の代理人・

納税管理人　
　※ 借地人、借家人などの土地・家屋は、使用や

収益を目的とする権利（対価が支払われるも
のに限る）がある人。ただし、権利と無関係
の土地・家屋は閲覧できません。

▶閲覧期間
　 年間を通して可能（手数料が必要）
▶閲覧手数料
　 １名義につき200円。縦覧期間中は無料で閲覧

できますが、写しが必要な場合は枚数に応じて
手数料（コピー代）が必要です。

▶閲覧場所
　 税務課資産税係（本庁１階）、各市民センター、

三高支所、市民サービスセンター

▶個人の納税義務者
　本人確認できるもの（マイナンバーカード、運
転免許証など。以下代理人も同じ）

▶法人の納税義務者
　代表者印の押印がある委任状と代理人を確認で
きるもの
▶代理人
　委任状と代理人を確認できるもの
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自生けし・不正大麻に注意しましょう！

　けしは観賞用として庭先などで植えられ、４～６月にかけて私たちの目を楽しま
せてくれます。しかし、けしの中には、麻薬成分を含むため、「植えてはいけないけし」
があります。知らずに栽培していたり、畑や空き地、道路端に自生していたりする
こともあります。市内で自生している「植えてはいけないけし」の特徴は、花は紫
色で、葉はギザギザで切れ込みは浅めです。
　また、「大麻」は昔から「あさ」と呼ばれ、繊維や種子を採るために栽培されて
いました。しかし、麻薬成分を含み、マリファナやハシッシュの原料になり、栽培
はもちろん、持っているだけで法律により厳しく罰せられます。
　「植えてはいけないけし」や大麻を見かけたときや、見かけたけれど判断がつか
ないときは、広島県西部保健所呉支所衛生環境課☎（22）5400（内線2426）まで。

４～６月は自生けし・不正大麻撲滅運動月間です 問 市民生活課☎（４３）１６３４・江田島市民センター☎（４２）１１１１・能美市民センター☎（４０）２７７７・沖美市民センター☎（４８）０２１１・三高支所☎（４７）０２１１

この機会にマイナンバーカードの取得を！

マイナンバーカードを作ってポイントをもらいませんか？

縦覧・閲覧時に必要なもの縦覧・閲覧時に必要なもの

　現在、マイナポイント第２弾の最大２万ポイン
トのうち、マイナンバーカード取得者に対するポ
イント（最大５,000ポイント）が先行して手続き
できるようになっています。マイナンバーカード
を取得し、手続きを行っていない方が対象です。
　残りのポイント手続きは６月頃に開始予定です。
　詳しくは「マイナポイント事業（総務省ホーム
ページ）」をご覧ください。
■申請をサポートしています！

　初めてマイナンバーカードを申請する方は、窓
口で顔写真を無料撮影し、申請書作成、郵送まで

お手伝いしています。
対 象者　市内に住所があり、撮影時にマイナン

バーカードを申請する方で本人が来庁できる方
受付時間　午前９時～午後５時（土日・祝日除く）
受付場所　市民生活課・各市民センター・三高支所
必 要なもの　運転免許証など顔写真付き本人確認

書類は１点、保険証などは２点
申込方法　電話（予約制）
※15分程度かかるため、事前に連絡してください。
※ カードができるまでに１カ月程度かかり、受け

取りのため、後日再度来庁する必要があります。

植えてはいけないけし植えてはいけないけし

江田島市
YouTube

お知らせワイド お知らせワイド

広報えたじま　令和４年４月 1414広報えたじま　令和４年４月1515


